
豊川市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護す

るため、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、市の予算の範囲内で交付する

豊川市ブロック塀等撤去費補助金（以下「補助金」という。）について、豊川

市補助金等に関する規則（平成５年豊川市規則第４９号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

⑴ 道路 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条に規定する道

路及び一般の交通の用に供する道をいう。 

⑵ ブロック塀等 豊川市内に存する道路又は公共施設の敷地に面するコ

ンクリートブロック、レンガ、天然石等を用いた組積造の塀（門柱を含む。）

で、道路面等からの高さが１メートル以上のものをいう。 

⑶ 撤去 既存のブロック塀等を撤去することをいう。 

 ⑷ 一団の土地 土地利用上、一体として利用することが可能なひとまとま

りの土地をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者と

する。 

 ⑴ ブロック塀等を所有する者（国、地方公共団体又はこれらに準ずる者を

除く。） 

 ⑵ 市税及び国民健康保険料（税）（以下「市税等」という。）を滞納してい

ない者 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員でない者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、地震



発生時において倒壊又は転倒のおそれがあって、次に掲げる要件のいずれに

も該当する全てのブロック塀等の撤去を行う事業とする。 

⑴ 一団の土地において過去に本補助金の交付を受けていないブロック塀等 

⑵ 道路改良その他の公共事業の補助対象ではないブロック塀等 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、ブロック塀等の撤去に要した経費の額又は撤去したブ

ロック塀等の延長１ｍ当たり１万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の

２分の１の額とし、１０万円を上限とする。この場合において、その額に１，

０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助

事業の着手の前に、豊川市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 撤去場所の案内図 

 ⑵ 施工前の写真 

 ⑶ 撤去工事の内容を表した図面等（配置図等） 

 ⑷ 撤去工事費の見積書の写し 

 ⑸ 完納証明書 

 ⑹ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、豊川市ブロック塀等撤

去費補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとす

る。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による決定に条件を付す

ことができる。 

（補助事業の内容の変更）  

第８条 前条第１項の規定による通知を受けた申請者（以下「補助事業者」と

いう。）は、補助事業の内容のうち次に掲げる事項を変更しようとするときは、

速やかに豊川市ブロック塀等撤去費補助金変更交付申請書（様式第３号）を



市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 撤去工事施工箇所及び施工方法 

 ⑵ 撤去工事費 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

であると認めたときは、豊川市ブロック塀等撤去費補助金変更交付決定通知

書（様式第４号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、第

７条第１項の規定による通知を受けた日から起算して３０日を経過する日

までに豊川市ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下書（様式第５号）を市

長に提出しなければならない。 

（補助事業の工事着手） 

第１０条 補助事業の着手は、第７条第１項の規定による通知を受けた日から

起算して３０日を経過する日までに行わなければならない。 

（完了実績報告等） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日

から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属

する年度の２月末日のいずれか早い日までに、豊川市ブロック塀等撤去費補

助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる関係書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

⑴   撤去工事費の請求書又は領収書の写し（着手日及び完了日の記載がある

もの） 

 ⑵ 工事着手前及び工事完了後の写真 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、補助金の額を決定し、豊川市ブロック塀等撤去

費補助金確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 補助事業者は、前条に規定する通知を受けた日から起算して１０日



以内に豊川市ブロック塀等撤去費補助金請求書（様式第８号）を市長に提出

しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受け

たとき。 

⑵ 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

⑶ 交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。 

 ⑷ この要綱の規定に違反したときその他市長が不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、豊川市ブロ

ック塀等撤去費補助金交付決定取消通知書（様式第９号）により補助事業者

に通知するものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


